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研究成果の概要（和文）：　本研究で明らかにしたことは、(1)国勢調査データや既存の官庁統計データを活用
した分析では、階層状況、転入・転出の移動状況は、大阪市内の被差別部落12地区の間でも大きな変化があるこ
と、またそれぞれの周辺地区との間でも類似性の高い地域と差異が認められる地域など階層状況は変化に富んで
いること、(2)被差別部落(大阪市S地区）における生活実態アンケート調査の分析では、原住・転入状況により
７つのパターンに分け、それぞれの地域での生活状況が異なること(3)被差別部落出身の教師たちや大阪市内の
被差別部落の関係者から聞き取り調査を行い、2002年3月の特別措置法廃止以降の変化の受けとめ方に多様性が
あること。

研究成果の概要（英文）：The objective of this research is to clarify the changes of Buraku 
communities in Osaka City after the termination of Special Measures Law in March, 2002.
１．Analysis of data of national census and other statistics clarified the major changes in twelve 
Buraku communities, especially their class structures and mobility. While certain communities showed
 stark differences in their class structures from their surrounding communities, others did not.  
Variation of class structures were observed among twelve communities.  2. We get the data using the 
questionnaires in one of the Buraku communities called “S”.  Respondents were divided into seven 
groups, according to their experience of moving into /out from “S”.   Patterns of lives of 
different groups were clarified. 3. Semi-structured interviews were conducted to the teachers 
originally from Buraku communities, as well as to those involved in community building activities, 
focusing on how they perceive the changes after 2002.

研究分野： 社会学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 33 年間にわたって続いてきた特別措置法
による同和対策の時代は 2002 年３月で終わ
り、被差別部落をとりまく状況は大きく変化
した。それから十数年が経過している。本研
究は、この近年の変化に焦点を絞ることにし
た。 
 研究代表者は、2011 年度から 2013 年度ま
で、科研費基盤 B「戦後大阪の都市部落の変
容過程に関する研究 (H23330162)」を受けた。
この研究は、大阪市の 12 の同和地区の施設
等で保管されてきた膨大な同和事業関連文
書資料のアーカイブ化を行い、これらの文書
資料群を利用して、戦後大阪の都市部落が、
同和対策事業によってどのように変貌して
きたのかを明らかにした。 
 今回の研究は、その研究成果を踏まえて、 
都市下層との関連において、都市部落がどの
ように変容しているのかを明らかにしょう
と考えた。 
 
２．研究の目的 
 1969 年から 2002 年までわたって実施され
てきた同和対策の諸事業は部落差別解消の
ために地域インフラ整備と地域住民への福
祉の充実を達成し、被差別部落に及ぼした影
響はきわめて大きいものであった。しかしな
がら特措法切れによる一般施策化がすすむ
につれ、今日の被差別部落は大きく変容しつ
つある。 
 本研究は、①被差別部落を起点・終点とす
る多様な人びとの「移動」の増加、②被差別
部落へのまなざしの変化と差別の残存、③被
差別部落への福祉施策カットという現実の
中で新たに生じつつある地域福祉の新しい
仕組みの登場、という 3 側面に着目しつつ、
2000 年代以降の「変容する部落」の現実につ
いて、総合的に明らかにしようとするもので
ある。そのことを通じ、大阪という巨大都市
の空間的・社会的な再編成過程のなかで、あ
らためて「現代の部落問題」を再定義するこ
とを目的とする。 
 
３．研究の方法 
 近年の都市部落の変容過程を明らかにす
るという目的に応じて扱うデータや分析方
法は、次のような多面的なものにした。 
 1)国勢調査データや既存の官庁統計デー
タを利用して、被差別部落、周辺隣接地区、
さらに広域な地域を比較し、社会構造の変動
を明らかにする。 
 2) 被差別部落における転入・転入の状況
と住民の生活実態を明らかにするために公
営住宅居住者を対象としたアンケート調査
を実施する。 
 3)地区内に居住する「社会的に不利な立
場」にある人びとへのインテンシブな聞き取
り調査を実施し被差別部落における階層的
現実の具体像を明らかにする。  
 4)現在の被差別部落におけるコミュニテ

ィ・ベースでの新しい地域福祉実践の実態を
把握するために、活動の担い手への聞き取り
調査や関係資料の収集を行う。 
 5)人権問題に関する意識調査の再分析を
通じて、部落問題をめぐる人々の意識や認識
の枠組みがどのような点で変化したのかを
明らかにする。 
 6)大阪市内の被差別部落に保管されてい
た同和行政関係資料群を利用して、同和行政
が被差別部落にどのような「成果」と変化を
もたらしたのか検証を行う。 
 研究全体と通じて重要視したいのはジェ
ンダーという視角と部落解放運動との連関
という運動論的視角である。上記の 6点にわ
たる研究の進展とともに、研究会を継続的に
開催し、実証研究をふまえつつ｢現在の部落
問題｣の再定義に向けた理論構築のための研
究を並行して行う。 
 
４．研究成果 
(1)都市型部落における人々の移動と階層変
動 
 大阪市内の同和地区の社会構造は同和対
策事業によって大きく変貌した。その階層構
造の変容過程を、国勢調査など官庁統計デー
タを独自分析によって明らかにした。 
 ①大阪市内の同和地区（12 地区）の階層的
低位性は「いまだ」解消されてはいないこと
が明らかになった。たとえば、大阪市全体の
等価所得の分布に基づいて大阪市民を5所得
階級（L=Lower、LM=LowerMiddle、M=Middle、
UM=UpperMiddle、U=Upper）に区分し、構成
比がそれぞれ 20%になるようにした場合、同
和地区居住者の所得階層分布は L（下層：
35.5%）および LM（中下層 23.7%）に著しく
偏っており、その階層的低位性は顕著にみら
れた。 
 ②同時に、同和地区「内部」にもかなり大
きい階層格差が存在することも明らかにな
った。たとえば 12 地区の中で最も所得水準
が高い F地区の等価所得の平均値は 296.7 万
円、貧困率が 20.8%であるのにたいして、最
も低い K 地区のそれは 188.2 万円、36.1%で
あり、地区間の階層的な位置の違いはかなり
大きい。さらには、同じ地区内においても、
「住宅の所有形態」の違いによって、その所
得水準が大きく異なっており、階層差も、大
きいことが明らかになった。 
 
表 1. 住宅の種類別階層構成（等価所得の分布） 

同和地区 L LM M UM U sum

持ち家 18.2% 19.3% 20.6% 19.6% 22.2% 100.0%

公営借家 46.6% 25.7% 14.6% 9.5% 3.6% 100.0%

民営借家 33.4% 24.3% 17.5% 14.2% 10.5% 100.0%  

 
 とくに同和地区の公営住宅居住層の所得
階層が大きく下方に偏っている。それに対し
て「持ち家」居住層の階層構成は大阪市全体
の平均よりも幾分か高くなっており、「民間
借家」居住層は公営住宅居住層と持ち家居住
層の中間に位置している。同和地区において
は、公営住宅居住者の比率は 42.8％であり
（大阪市全体では 8.4％）、同和地区の「貧し



さ」の大きな要因のひとつが「公営住宅」居
住者の「貧しさ」であることが確認された。 
 ③さらに今回の研究によって、同和地区を
起点・終点とする「人びとの移動」（同和地
区への転入と同和地区からの転出）によって、
同和地区では、さらに階層分化が進行しつつ
あることがわかった。過去 20 年間で、大阪
の同和地区における「人びとの移動」は急激
に増大している。1990 年時点での同和地区へ
の転入者率は20.3%であったものが2000年に
は32.0%、2010年時点では30.1%と推計され、
この転入者率は 2010 年の大阪市全体におけ
る転入者率 30.9%とほとんど変わらなくなっ
ている。大阪の同和地区はもはや閉鎖空間で
はなく、多くの人びとが転入・転出する「開
かれた」場所になっている。もちろん、この
ような人びとの移動の量は、地区によって、
大きな差異がある。たとえば最も激しく人び
とが移動している A地区においては、2005～
2010 年の 5 年間における転出者率は 39.2%、
転入者率は 44.9%であるのに対して、最も人
の移動が少ないE地区では転出者率が23.3%、
転入者率が 4.2%と大きな開きがあり、また、
「住宅の所有形態」によっても転出者率・転
入者率に大きな違いがある。地区内の「持ち
家」からの転出者率は 13.1%、転入率は 14.1%
と低く、公営住宅からの転出者率は 28.8%、
転入者率は 16.8%、民営借家からの転出者率
は 50.0%、転入者率は 55.5%と高い。このよ
うな人びとの移動の強弱に規定されて、同和
地区（12 地区）の社会構造（階層構造）はい
わば「不均等」に変化しつつあることがわか
った。地区内からどのような人びと（年齢、
性別、家族形態、就業状態、その階層的位置）
が転出し、またどのような人びとが転入して
いるのかによって、地区の状況は大きく変化
しつつある。今回の研究を通じて、大阪の同
和地区における「移動」の中心は地区内の民
営借家から転出し、あるいはそこへと転入し
てくる 20～30 歳台の若年層であることが明
らかになった。そしてその就業状況や学歴構
成、所得などから判断するとこれら転入若年
層の階層的な位置は相対的に低位であるが、
それでも「在住」層と比較するとその所得階
層構成は幾分か高くなっており、また職業構
成においても専門技術職や事務職の比率が
高い。こうした若年層の流入によって地区の
階層構成は徐々にではあるが高まりつつあ
る。これに対して、公営住宅の比率が極端に
高い地区では、移動の絶対量が小さく、さら
にそこへの転入者の中心は公営住宅への入
居者であり、その階層的な位置は絶対的に低
位である。以上のように、同和地区における
「人びとの移動」を観ることによって、12 地
区間の、そして地区内の階層分化が進行しつ
つあるという、大阪の同和地区の状況が明ら
かになった。（以上、島和博） 
(2) S 地区での生活実態調査の実施 
 国勢調査データなどによる大阪市内の 12
の被差別部落の分析を踏まえて、市営住宅の
住民の変化を明らかにすること目的にし、調
査対象地を S地区とし、調査は市営住宅住む
全世帯を対象に悉皆調査を行った。調査票は
世帯票と個人票（15 歳以上）の２種類を用い
た。 
 調査期間は、2016 年 11 月 14 日から 12 月

９日。有効回答は、世帯票 335 戸、個人票 540
名から得られた。有効回答率は世帯単位で
71.1％である。 
 S 地区では、全世帯が市営住宅の居住者で
あり、2000 年前後から始まった応能応益家賃
によって、所得の安定層が世帯分離をして転
出、あるいは世帯ごと転出していった。空き
家になった市営住宅には公募方式により転
入者が 2000 年頃から増加した。調査結果に
ついては、報告書にまとめた（末尾、図書リ
スト、野口を参照）。ここでは、原住・転入
関係に絞って知見を述べる。 
 ①生まれてからこのかた、S 地区を離れて
生活をした経験をもたないものは 27% (146
人)と少ない。「生まれはこの地域であるが、
一時他地域で生活していた」という Uターン
組は 23%(123 人)。「他地域からここに移転し
てきた」転入者は 48%( 261 人)を占める。大
阪市内の被差別部落 12 地区のうちで S 地区
は移動が少ないといわれてきた。しかし、S
地区の現在の居住者の半数近くが転入者で
あるという事実は、意外であった。S 地区の
現在の居住者の 70％は移動歴をもち、高移動
社会である。 
 移動の時期は、「30 年以上前から」40%（152
人）、「20～30 年前頃から」15％（57 人）、「10
～20 年前頃から」18％（70 人）、最近（10 年
以内）は、26%(100 人)である。 
 原住・転入の別と、転入の時期によって、
移動のパターンを7つにまとめた。その結果、
「原住」146 人、27.0%、「30 年以上前 Uター
ン」60 人、11.1%,「10～30 年前 U ターン」
45 人、8.3%、「最近 U ターン」13 人、2.4%、
「30 年以上前に転入」92 人、17.0%、「10～
30 年前に転入」82 人、15.2%、「最近転入」
87 人、16.1%、「その他」15 人、2.8%であっ
た。 
 ②「最近転入」の年齢構成をみると、65 歳
以上が 40%,35～64 歳が 36%、15～34 歳は少
なく 24%である、この構成比は、「原住」と比
べると 65 歳以上がやや少なく、15～34 歳が
やや多い。平均年齢は 54.2 歳であり、他の
バターンと比べると若い層が多い。「最近転
入」の転入の理由は「市営住宅に応募して」
がもっとも多く（75%）、「親や親類がいたか
ら」をあげる人は少ない(6%)。「最近転入」
の平均世帯収入は、221 万円であり、「原住」
の 278 万円と比べてやや低い。家族類型は、
「最近転入」で最も多いのが「夫婦」28%で
あり、「一人親と子」も 25%、、「夫婦と子」も
23%も多い。これらの比率は、全体の構成比
率と似通っている。だだ「単身」がやや少な
い(16%)は、単身者は入居に応募できないと
いう制約あるためで、入居の時には他の世帯
員がいたが、その後の状況の変化によって単
身になったものと思われる。 
 ③「最近転入」層の地域活動への平均の参
加度は、「最近転入」が 1.74 であり、全体の
平均値 3.35 よりも格段に低い。また、地域
の施設・医療・福祉サービスの利用度は、「最
近転入」が 2.11 であり、全体の平均値 2.53
よりも低い。地域情報誌への接触度は、「最
近転入」が 1.77 であり、全体の平均値の 2.42
と比べても低い。いずれも地域との関わりは
低調である。しかしながら、定住志向は、「最
近転入」でも多い（64%）。「引っ越したい」



というのは 10%にとどまり、他の類型と比べ
て多いわけではない。 
 他地域からの転入者層が、従来の住民との
共通体験をいかに増やしていくかが今後の
課題である。街づくりに主体的に参加するこ
とができる条件を整えることが、極めて重要
であることが明らかになった。（以上、野口
道彦） 
(3)都市型部落における福祉と教育の連携と
子ども世帯の転出入が与える影響 
 生活困窮者自立支援制度との関連におい
て、福祉と教育の連携は、被差別部落ではい
かなる展開を見せているか、子どもの貧困対
策のとりくみが進められるなか、被差別部落
においては、地域と学校がいかなる実践を展
開しているか、子ども世帯の転出入は、学校
や地域にどのような影響を与えているか、な
どの問題関心から、被差別部落で、子どもや
子どものいる世帯の支援に携わっている人、
被差別部落の子どもが通う保育所の保育士、
小学校・中学校の教員、人権教育団体や教育
委員会の担当者を対象に聞き取りを行なっ
た（2017 年 2月から 8月）。 
 その結果、①被差別部落の公営住宅と学校
が、子ども世帯にとってセーフティネットの
機能を果たしていることが明らかになった。
公営住宅を中心とする住環境整備を行なっ
てきた都市型部落は、子育て世帯の被差別部
落からの転出と、生活困窮世帯の被差別部落
への転入により、その姿を大きく変化させて
いる。転入する子育て世帯の生活困窮層は、
ひとり親世帯に集中しており、その困難も複
雑化の様相を呈する。生活困窮層の定住化も
進む。こうした実態をふまえ、「貧困」「差別」
と公営住宅の関係に地域住民の関心が向け
られていることが分かった。 
 一方、②同和対策事業の一般施策化と部落
解放運動の変容により、子ども世帯の実態を
把握することが困難になっているという課
題も明らかになった。被差別部落の子どもを
めぐる課題には、子どもの低学力と中途退学、
人間関係づくりと自尊感情、立場の自覚が挙
げられる。保護者をめぐる課題には、保護者
組織の衰退がある。こうした現状のなか、学
校が同和教育文化に再び目を向けている。子
どもとその保護者がかかえる困難を発見し、
チームで支援し、学外と連携するというノウ
ハウを蓄積してきた学校の実践事例には、被
差別部落のみならず、子どものいる世帯の困
難を解決する可能性が見出せる。 
 ③地域の実践も新たな展開を迎えている
ことが分かった。地域内施設が果たしていた
居場所機能、子どもを支える地域力、部落解
放運動における教育運動の再位置づけ、福祉
と教育の連携、学校と地域の連携といった点
を重視した実践が展開されている。それは保
護者・地域住民・教員による、「ポスト同対
法」における挑戦であり、これまでの実践経
験の継承と再構築の努力が見られた。子ども
世帯が抱える困難と課題の克服に向けて、被
差別部落の学校と地域で展開されている事
例については、生活困窮者自立支援制度や子
どもの貧困対策制度を活用しながら進めら
れている全国の実践事例との比較検証が今
後必要である。（以上、熊本理抄） 
 (4)法期限後の学校・地域と同和教育の変化

について―若手（20・30 歳代）部落出身教師
の視点から― 
 部落出身の子ども・青年の反差別の主体と
してのアイデンティティ形成の場や仲間づ
くりの場が、地対財特法の失効後、失われつ
つあるのではないか。特別措置法時代（1969
〜2002）までは「対象地域」を特定し、様々
な事業(同和対策事業)が実施されてきたが、
法期限後は、「法がない＝対象地域がない＝
対象地域（被差別部落）や出身者の特定は差
別になる」という認識によって、学校では部
落や部落出身者が顕現するような取り組み
が行われなくなり（校区に部落のある学校が、
地元の地域をフィールドワークで訪れたり、
地域から講師を招聘して、地域の歴史や運動
について学ぼうとするような実践が激減し
た）、部落外の子どもたちもまた、具体的な
部落の姿に触れることなく、教科書上の知識
だけで部落問題を知ると言った傾向が強ま
っている。こうした環境の変化の中で、学校
で、同和・人権教育を担っていく若手教師た
ちが、自らの経験した学校・地域での同和教
育をどのように評価し、今後の実践につなげ
ていこうととらえているのか、20・30 歳代の
部落出身教師（いずれも、解放学級や解放子
ども会を経験）に焦点を絞って聞き取り調査
を行った。 
 ①86-89 年生れの本調査への協力者は、い
ずれも解放学級、部落解放子ども会を経験し
ており、自分自身の「部落とのつながり」を、
解放学級や部落解放子ども会、または「親か
ら」聞いている。但し、小さなころから地域
のことや部落問題については学習していた
けれども（例えば小学校 1年生から、狭山学
習があり、ゼッケン登校をしていたが）その
意味が理解できたのは、後のことであったと
いう者もある。興味深いのは、「部落」出身
であることを伝えられ、その意味を理解した
とき、それ以前の学習の蓄積があったので、
「ショックは受けなかった」とか「マイナス
だと感じたことがない」「社会的立場の自覚
は自分にとってはプラス。人を思いやれる力
を身につけたから」という声が共通していた
ことである。その背景には、この年代層が地
域や学校で経験した同和教育に対する、積極
的な評価や信頼感がある。部落の歴史や運動
について、豊かに学んだ経験があり、また、
「自分にとっての部落」を地域外の友人たち
に対して、伝えようと試行錯誤し、相手から
理解を得られた「成功体験」がある者にとっ
て、同和教育は自己形成にとっての重要な一
部分だと認識されていることが明らかにな
った。 
 ②また、地域・学校における同和教育に対
する信頼感とともに、「自分もそうした立ち
位置に立ちたい」という動機から教師を志し
た者もいる。中には、小学校高学年の歴史学
習で、部落問題が取り上げられるのを期待し
て待っていたのに、教師がそれを飛ばして授
業を進めてしまったことに憤り、「どうして
教えてくれないのか」と学校に異議申し立て
をし、「ちゃんと教えられる教師になりたい」
という思いを持ったという者もある。教師が
ロールモデルであれ、反面教師であれ、彼ら
が教師を志した背景には、教師に対する強い
期待や思いがあった。最近では若手教師たち



の現任校での同和・人権教育に対するコミッ
トメントには、かなり幅がみられる。それは
現任校の環境や同和・人権教育に関わる条件、
学校での担当などにもよって異なる。だが、
どの教師も、同和教育の重要性を指摘すると
ともに、「かつて自分が経験した同和教育」
の良さを、何とかか現在の教育実践の中で再
生させようと試みていることがわかった。
（以上、阿久澤麻理子） 
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